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令和５年度事業計画  

 

〈基本方針〉 

 

 

人口の自然減対策の根幹をなす少子化対策については、出生数の増加を図るための前提

として、結婚を希望する若者への支援が重要であり、平成２８年４月に発足した「いしか

わ結婚支援センター」を中心に、県（財団）、市町、企業が密接に連携し、実効ある取組を

強力に推進する。 

また、次代を担う子どもたちが心豊かにたくましく育ち、自立した大人に成長するよう

社会全体で子育てを応援する仕組みを整え、安心して子どもを生み育てていけるよう、行

政はもとより、地域社会、団体、企業など県民あげての協力のもと、これらの課題に積極

的に取組んでいくこととしている。 

 

 

 

令和５年度においては、当財団として次の事業に重点的に取り組むものとする。 

 

１ 「いしかわ結婚支援センター」を中心に市町、企業との連携を深め、「縁結び ist」の

活動支援、「いしかわ婚活応援企業」の取組支援、若者に対する結婚への意識啓発、結婚

に係る経済的負担の軽減、未婚の子を持つ親世代への支援や会員専用サイト「あいきゅ

ん（ｉきゅん）」による「婚活イベント」や「マッチングシステム」、「縁結び istによる

お見合い」など未婚者の多様なニーズに応じた結婚支援を進め、社会全体で結婚を支援

する取組を強力に推進する。 

 

２ 子育て支援情報の提供や子育て支援人材を養成し活用する事業の充実に努めるほか、

きめ細かな子育て支援の取組を推進する。 

  

３ いしかわ子ども交流センターで開催する子どもの健全育成・子育て支援事業等を企画

運営し、プラネタリウムの利用促進を始めとする子どもの健やかな成長に資する環境づ

くりの取組を推進する。 

 

４ 若い世代の子育て不安の解消や男性の子育てへの参画の促進を図るほか、地域の多様

な子育て支援団体の活動支援や子育て支援団体の協力によるイベント開催、多世代交流

の好事例の発信等を通じて社会全体で支えあう子ども・子育て支援の取組を推進する。 

 

  



１ 総合的な結婚支援のための取組の推進 
                     （いしかわ子ども・子育て応援資金会計） 

（１）結婚支援体制の強化 

 結婚を希望する若者への支援を強力に推進するため、県及び「いしかわ結婚支援

センター」が結婚支援の取組を先導しながら、市町独自の取組を促進させるととも

に企業の取組を後押しするなど、より重層的な展開を図る。 

① 市町での結婚支援の取組促進 

・県（財団）と市町との連携を強化し、市町イベントへの出張相談会などを実

施 

・市町結婚相談員スキルアップ研修会・「縁結び ist」との情報交換会の開催 

② 「いしかわ婚活応援企業」の取組促進 

     ・希望する従業員に結婚支援情報の周知やイベント参加への呼びかけ、企業間

交流の開催等を行う企業の認定・支援 

・婚活・ライフプラン出前講座の実施 

・認定企業に置かれた「いしかわ企業版しあわせアドバイザー」同士の情報交

換会やアドバイザーの活動をサポートする研修会の開催 

③ 情報発信 

    （ア）ＳＮＳ発信（Facebook、Instagram、Twitter） 

    （イ）インターネット広告（婚パス、イベント、縁結び ist 制度） 

    （ウ）新聞広告、情報誌への掲載 

    

 （２）結婚支援活動推進事業 

   ①  未婚者の多様なニーズに応じた結婚支援 

     会員専用サイト「あいきゅん（ｉきゅん）」により「いしかわ縁結びイベント」、

「いしかわ縁結びマッチング」および「縁結び istによるお見合い」といった未婚

者の多様なニーズに応じた結婚支援を提供する。 

（ア）婚活イベントによる気軽な出会いの機会の充実 

・県（財団）主催による婚活イベントの開催 

      「いしかわ縁結び応援隊」と連携したイベントを開催 

・婚活イベントの開催支援（イベントシステムの運用） 

 独身者の気軽な参加及びイベントでマッチングしたカップルをフォロー

し、成婚まで後押しする「いしかわ縁結びイベントシステム」を運用 

・ゆるやかな出会いの機会の提供事業 

経済団体、商店街や団体等が開催する独身男女交流イベント等開催に要

する経費への助成（ただし、イベントシステムを利用しての募集が対象） 

 
（イ）マッチングシステムによる出会いの機会の充実 

未婚者がスマートフォン等で、登録者の中からお見合い相手を探すことがで

きる結婚支援マッチングシステム「いしかわ縁結びマッチング」を運用。 



縁結び ist（マッチングサポーター）がお見合いの同席や交際フォローを行い、

成婚までを後押しする。 

 

（ウ）「縁結び istによるお見合い」事業 

結婚を希望する独身男女に対してボランティアで結婚相談に応じる「縁結び

ist」の活動を支援。 

・独身男女の結婚相談窓口として金沢、七尾、小松、輪島に「縁結び ist交流

サロン」を設置 

・成婚の活動実績のある「縁結び ist」に感謝状贈呈 

・「縁結び ist」の養成及び資質向上に対する各種研修 

・「縁結び ist」情報交換会の開催（金沢、七尾、小松、輪島） 

・「婚カフェいしかわ」での結婚相談（金沢、七尾、小松） 

     ・「縁結び ist」が企画・開催する、男女各３人以上の小規模な出会いイベン

ト開催に要する経費への助成（１回あたり５千円、オンライン開催は１回

あたり千円） 

・「いしかわ縁結び応援隊」を活用した「縁結び ist」制度等のPR 

②  ときめき婚活スクール開催事業 

結婚を希望する独身男女を対象に、異性とのコミュニケーションの取り方等に

ついてセミナー形式で講座を開催し、自信を持って婚活に取り組めるよう後押し

する。  

 

（３）若者に対する意識啓発 

  高校生対象のライフプランセミナーの開催 

高校生に結婚等のライフプランを具体に考えてもらうセミナーを開催 

 

（４）結婚に係る経済的負担の軽減 

結婚予定カップルや新婚夫婦が協賛店舗で特典サービスを受けられる「石川しあ

わせ婚応援パスポート」（愛称：婚パス）制度を運営する。 

（Ｒ５拡充）  ・利用期間の延長 

・協賛店舗顕彰制度の創設 

  

（５）未婚の子を持つ親世代への支援 

親御さん向け結婚応援セミナーの開催 

子どもの結婚を願う親御さんに親を対象としたセミナーを開催 

 

 

 

 

 



２ きめ細かな子育て支援の取組の推進（一般会計） 
 

（１）情報提供・普及啓発 

① いしかわおやコミ！.net運営事業 

子育て中やもうすぐ親になる人のためのコミュニティサイト「いしかわおやコ

ミ！.net」やメールマガジンの配信などを通して、子育ち・子育てに関する幅広

い情報を提供する。 

・ホームページＵＲＬ https://www.i-oyacomi.net/ 

・メールアドレス  info@i-oyacomi.net 

② 子育て支援情報誌作成事業 

各種子育て支援施策や地域における様々な子育て支援情報、財団の活動内容等

を盛り込んだ情報誌「子育て便利帳」を作成・配布する。 

③ 健やか保育サービス研究事業 

子育て支援分野で高い専門性を有する保育所、幼稚園関係団体に対して、先進

保育事例等の研究等を委託し、研究結果を広く一般に公開・共有することで、地

域の子育て支援の多様な担い手の育成に資する環境づくりを推進する。 

④ 子育て支援データバンク事業 

保育士や幼稚園教諭、看護師など、専門的な知識や技能を有する地域人材など

の発掘・活用や、備品の整備・貸出しなどを通して、地域での子育ち・子育て支

援活動の充実を図る。 

・育児サポーターの募集、登録 

・子育て支援関係講師の募集、登録 

・子育てに関する図書、ＤＶＤ、積み木などの整備、貸出し 

 

（２）子育て支援人材の養成 

子育て支援従事者等養成研修事業 

保育士や財団登録のボランティアサポーターである「育児サポーター」等に対

して、各種の研修を実施し、子育て支援人材の養成を進める。 

・保育所、幼稚園の嘱託医等に対する研修 

・保育施設の従事者等に対する研修 

・育児サポーター、保育ママに対する研修  

 

（３）養成した人材の活用  

① 育児サポーター派遣事業 

保育所などの地域向けの子育て教室や、各種イベントの臨時保育室などに、育

児サポーター等を派遣し、県全域できめ細かな子育て支援の取組の推進を図る。 

・認定こども園や保育所、幼稚園で開催する地域向けの子育て教室への派遣 

・子育て支援団体等が開催する各種イベントの臨時保育室への派遣 



・育児サークル支援のための派遣  など 

② 地域子育てセミナー支援事業 

地域で子育て支援活動に取り組む各種団体が開催する研修会やセミナーの講師

に係る費用の一部を負担する。 

 

 

 

３ 子どもの健やかな成長に資する環境づくりの推進 

                      （いしかわ子ども交流センター会計） 

（１）いしかわ子ども交流センターの管理運営 

子どもや親、これから親になろうとする若者の拠点施設として、子どもの健全育

成、子育て支援、若者の自立支援など多様な支援活動を行ういしかわ子ども交流セ

ンターの施設の維持管理、実施事業の企画運営等を実施する。 

 

（２）子どもの健全育成・子育て支援事業 

① 子どもの生活を豊かにするための各種行事を実施する。 

・正月、節分、節句、七夕などの年中行事 

・郷土の伝承遊びなど郷土の文化を理解し親しむ行事 

・よみきかせお話会、音楽会、児童劇など情操を豊かにし、文化活動を創造する

行事 

・天体観測、ロボット製作教室、昆虫教室、サイエンスアワーなど科学的な行事 

・体験、遊具の手作り、廃品利用工作など体験や物づくりの行事 

② 吹奏楽クラブや演劇クラブなど公募による会員制の子どもクラブを構成し、指

導する。 

③  生活環境の変化に対応した遊びの改革や普及の発信を実施する。 

④  子育て中の親子を対象とした事業を通して、親相互のリフレッシュをはかる。 

 

（３）プラネタリウム活用推進事業 

プラネタリウムのさらなる活用促進のため、幼児から一般成人までを幅広く対象

とした自主製作番組により一層力を注ぐ。また、宇宙に関する啓発イベントを実施

する。 

 
※ プラネタリウムのリニューアル 

令和５年度春、現在のデジタル式からハイブリッド式（光学式＋デジタル式）に

機器を更新して、リニューアルオープンする。 

 

 

 



４ 社会全体で支え合う子ども・子育て支援の推進 
       （いしかわ子ども・子育て応援資金会計） 

（１）若い世代の子育て不安の解消 

① 若者と親子とのふれあい交流事業 

（ア）赤ちゃん登校日 

児童・生徒が乳幼児やその親との交流を通じて、身近な人との関わり（コミ

ュニケーション）について再考する機会を提供する。 

・実施予定校  県内小学校 

   （イ）親子交流授業 

高校生を対象に、子どもや育児への関心を育みながら、親となる世代を迎え

るための準備教育を実施する。 

・実践予定校    県内高等学校   

・検討会        教員、子育て支援従事者、有識者等で組織し、諸観点から

の評価分析を行うと共に、活動の質の向上を図る。 

② 在宅育児家庭への支援事業 

自宅に引きこもり孤立化しがちな子育てに不安を持つ親同士をつなぎ、当事者

同士のエンパワーメント力を高めながら育児不安の解消を図る機会の創出を支援

する。 

・ひきこもりを解消し社会参加する機会の創出 

（育児用品リサイクルショップ開催事業） 

         経済的にも需要の高い中古乳幼児用品の利活用機会を提供し、引きこも

りの解消と当事者同士の緩やかな交流、様々な支援プログラムへとつなげ

る。 

③ 祖父母世代の子育て支援参加促進事業 

（ア）「お孫カフェ」の開催 

孫育てや地域の子育て支援への参加を促進するため、最近の子育て事情や孫

育てに関わる際のポイントを学び、不安解消を図る講座を開催 

（イ）「まご育てガイドブック」の配布 

祖父母との関わり方や子育てに関する不安や悩みを抱える家庭向けに、（県

内市町母子保健担当課へ）ガイドブックを配布 

④ 男性の子育て参画促進事業（県委託事業） 

  男性の子育てへの参画を促進するための普及啓発キャンペーンを行うとともに、

父親が気軽に取り組めて実践できる内容の講座などを実施 

 

（２）地域の多様な子育て支援団体の活動支援や協力によるイベント開催など 

 ① 地域の子育て支援連携事業 

子育てしやすい地域環境づくりの推進を図るため、子育て支援に関する人材育

成や各地域の子育て支援活動のリーダーや子育て支援ＮＰＯ等が実施する子育て



に関する活動や取組に対する支援の実施 

② 子育て支援メッセ開催事業 

子育てを支援する企業・団体・ＮＰＯ等の参加により、子育て中の家庭に対し

て様々な分野の情報提供・活動紹介を行うとともに、これら団体間のネットワー

ク構築や協働事業の発表の場として「子育て支援メッセ」を開催することで、社

会全体で子ども・子育てを支援する気運の醸成を図る。 

・開催日  令和５年秋頃（予定） 

・場 所  石川県産業展示館４号館 

③  多世代交流拠点運営事業 

多世代交流施設「しあわせのいえ」（小松市八幡）を活用して、次の事業を行う。  

（ア）地域の子育て機能を強化する多世代交流モデル事業の展開 

   ・平日に働いている父親・母親が参加できるよう土曜日に行事を実施 

   ・食をテーマにした交流事業の実施 

   ・多種多様な専門家との定期的な交流・相談の場の設置 

・ピアサポートの充実を図るため、地域の親同士の交流の場の設置 

（イ）広報活動の充実 

      ・ＳＮＳ（Facebook等）の活用など 


